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鹿
児
島
県
で
は
、
平
成
16
年
８

月
か
ら
、
医
療
保
険
が
適
用
さ
れ

ず
高
額
の
医
療
費
が
か
か
る
体
外

受
精
と
顕
微
授
精
の
不
妊
治
療
を

受
け
た
夫
婦
に
対
し
て
、
不
妊
治

療
助
成
金
を
給
付
す
る
「
不
妊
治

療
費
助
成
事
業
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

（「
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
」
以
外

に
も
、
鹿
児
島
県
で
は
不
妊
に
関

す
る
相
談
窓
口
を
設
け
、
様
々
な

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。）

１　

対
象
治
療        

　

県
が
指
定
し
た
指
定
医
療
機
関

に
お
い
て
、
配
偶
者
間
で
行
う
医

療
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
体
外
受

精
及
び
顕
微
授
精
（
以
下
「
特
定

不
妊
治
療
」
と
い
い
ま
す
。）
が
対

象
と
な
り
ま
す
。        

２　

対
象
者        

　

夫
婦
の
い
ず
れ
か
一
方
又
は
両

方
が
鹿
児
島
県
内
（
鹿
児
島
市
を

除
く
。
）
に
住
所
を
有
し
、
特
定
不

不
妊
治
療
費
助
成
制
度
の
ご
案
内
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情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ーINFORMATION

　

税
務
課
で
証
明
書
等
（
課
税
証

明
書
や
所
得
証
明
書
、
固
定
資
産

名
寄
帳
な
ど
）
の
交
付
を
申
請
す

る
場
合
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点

か
ら
、
請
求
者
の
本
人
確
認
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
人
確
認
が
で
き
な
い
場
合
や
、

委
任
状
な
ど
の
関
係
書
類
の
提
示

が
な
い
場
合
は
、
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

・
納
税
義
務
者
本
人
ま
た
は
、
同

居
し
て
い
る
家
族

・
納
税
義
務
者
に
証
明
書
等
の
取

得
を
委
任
さ
れ
た
代
理
人
（
成
年

後
見
人
を
含
む
）

※ 

本
人
ま
た
は
本
人
と
同
居
し
て

い
る
家
族
以
外
の
方
が
請
求
す
る

場
合
、
請
求
資
格
が
あ
る
こ
と
を

確
認
で
き
る
書
類
（
委
任
状
な
ど
）

の
提
示
が
必
要
で
す
。

※ 

郵
送
に
よ
る
請
求
の
場
合
、
請

求
で
き
る
方
は
納
税
義
務
者
本
人

の
み
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

（
同
居
し
て
い
る
家
族
の
分
を
同

時
に
請
求
す
る
場
合
、
連
名
に
よ

る
請
求
は
可
能
で
す
。）

・ 
請
求
者
の
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
年
金
手
帳
、
顔
写
真
入

り
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
。

住
民
票
や
印
鑑
証
明
、
印
鑑
は
本

人
確
認
書
類
と
し
て
ご
利
用
に
な

れ
ま
せ
ん
）

・ 

代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
は
、

本
人
確
認
書
類
の
他
に
納
税
義
務

者
の
署
名
、
押
印
の
あ
る
委
任
状

（
成
年
後
見
人
な
ど
の
場
合
は
、

　

そ
の
旨
を
確
認
で
き
る
書
類
）

※ 

納
税
義
務
者
の
家
族
で
あ
っ
て

も
、
別
世
帯
の
場
合
は
委
任
状
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※ 

委
任
状
の
様
式
は
特
に
規
定
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
便
箋
な
ど
に

「
委
任
者
の
住
所
お
よ
び
署
名
、

押
印
、
電
話
番
号
」
、「
受
任
者
の

住
所
、
氏
名
」、「
委
任
事
項
」
を

記
入
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
他
、
提
出
先
等
が
発
行
し

た
手
続
き
等
の
申
請
に
必
要
な
書

類
の
一
覧
等
を
お
持
ち
の
場
合
、

必
要
な
証
明
項
目
に
つ
い
て
速
や

か
に
確
認
が
で
き
ま
す
の
で
ご
提

示
く
だ
さ
い
。

　

家
屋
を
新
築
・
増
改
築
・
解
体

等
を
し
た
時
、
ま
た
は
売
買
な
ど

に
よ
り
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た

時
は
、
役
場
税
務
課
へ
申
告(

届
出)

を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
の
な
い

場
合
は
、
前
所
有
者
へ
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

（
※
登
記
手
続
き
を
済
ま
せ
た
方

は
、
申
告
は
不
要
で
す
。）

【
お
問
い
合
せ
】
税
務
課

電
話　
０
９
９
７（
93
）
３
１
１
１
㈹

　

保
育
所
は
、
保
護
者
（
両
親
等
）

の
就
労
、
疾
病
や
出
産
等
で
家
庭

保
育
が
困
難
な
児
童
を
保
育
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
児
童
福
祉
施

設
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
保
育
所

入
所
に
つ
い
て
は
学
校
や
幼
稚
園

と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
家
庭

保
育
が
困
難
な
場
合
に
の
み
、
入

所
基
準
に
基
づ
き
入
所
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

な
お
、
定
員
に
制
限
が
あ
り
ま

す
の
で
、
入
所
資
格
は
あ
っ
て
も

入
所
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

☆
保
育
所
入
所
申
込
み
提
出
書
類

１
．
保
育
所
入
所
申
込
書

 

児
童
一
人
に
つ
き
一
枚
（
役
場

保
健
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。）

２
．
平
成
22
年
度
市
町
村
民
税
課

　

税
証
明
書

 

世
帯
全
員
の
証
明
を
平
成
22
年

１
月
１
日
に
住
民
登
録
の
あ
っ
た
市

町
村
か
ら
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。

３
．
就
労
証
明
書

  

事
業
所
の
証
明

４
．
耕
作
証
明
書

  

農
業
に
従
事
し
て
い
る
場
合
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
農
業
委
員
会
で
発
行
）

５
．
平
成
22
年
分
源
泉
徴
収
票　

又
は
、
確
定
申
告
書
の
写
し

  

世
帯
全
員

６
．
児
童
の
保
護
者
に
つ
い
て

  

次
に
該
当
す
る
場
合
は
そ
の
証

明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

　

ア
保
護
者
が
病
弱
の
場
合

    

医
師
の
診
断
書

　

イ
母
親
が
出
産
の
場
合

　
　

母
子
手
帳
の
写
し
（
出
産
予

　
　

定
日
の
記
載
さ
れ
て
い
る
頁
）

　

ウ
保
護
者
が
病
人
を
看
護
し
て

　
　

い
る
場
合

　
　

看
護
証
明
書

７
．
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る

　

世
帯

　

各
種
障
害
者
手
帳
の
写
し

※
既
入
所
児
童
で
継
続
入
所
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
継
続
入
所
に
必

要
な
書
類
を
保
育
所
で
受
け
取
っ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

☆ 
受
付
期
間
及
び
提
出
先

期
間　

平
成
23
年
１
月
17
日
（
月
）

か
ら
１
月
21
日
（
金
）
ま
で

時
間　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

　
　
　

５
時
15
分
ま
で

提
出
先　
知
名
町
役
場
保
健
福
祉
課

電
話 

０
９
９
７（
93
）
３
１
１
１　
　

　
　
　
　
　
　
　

(

内
線
121
番
）

☆ 

所
得
の
申
告
に
つ
い
て

　

所
得
の
未
申
告
に
よ
り
、
市
町

村
民
税
課
税
証
明
書
が
発
行
で
き

な
い
方
は
、
受
付
け
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

  

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

 

税
務
等
証
明
書
は
本
人
交
付
が
原
則

家
屋
の
新
築
・
増
改
築
・
解
体

等
の
届
出
に
つ
い
て

平
成
23
年
度 

保
育
所

入
所
申
し
込
み
に
つ
い
て

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

税
務
課
よ
り
お
知
ら
せ

(

同
居
家
族
以
外
の
代
理
人
は

　

委
任
状
が
必
要
で
す
。)

12
月
27
日（
月
）は
固
定
資
産
税

第
３
期
の
納
付
期
限
で
す
。

〈
窓
口
で
の
請
求
に
必
要
な
書
類
〉

〈
証
明
書
等
を
請
求
で
き
る
方
〉

　

今
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
僅
か
、

税
金
の
納
め
忘
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
か
？

　

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。


